
 

 

資料２ 

1 

 

「久喜市における医療体制のあり方について（答申）」に対する対応等について 

 
項   目 提 言 内 容 対 応 等 

Ⅰ 医療体制について 

 

 

① 医療機関の

機能分化・

役割分担 

限られた医療資源を有効に活用してい

くためには、医療機関の機能分化や役

割分担の推進をしていくべきである。 

・行政や医療機関は、患者や家族等に

対し、これまで以上に医療制度や医療

体制を積極的に周知していく必要があ

る。         〔提言書Ｐ４〕 

 

・救急医療の仕組みについて市民の皆さ

んに正しく理解していただくため、埼玉

県東部北地区第二次救急医療圏 6市 2町

では「みんなで守ろう！考えよう！救急

医療」のリーフレットを作成し、平成 27

年 1月全戸配布。また、市内公共施設や

医療機関へ配架。 

 

 

 

 

 

・広報くき（平成 27年 11月号）に救急

医療の仕組みや、救急電話相談等につい

ての特集記事を掲載 

・広報くき（平成 28年 1月号）に市民懇

談会での「救急医療体制」に関する懇談

概要を掲載 

・市ホームページに救急・医療のお知ら

せや、市内医療機関、子どもの救急等を

掲載 

・市民大学等で「救急医療」のリーフレ

ットを活用し、医療機関の適正な受診等

を説明 

 

【参考】 

市内医療機関は６８（H28.2.29現在） 

（内訳） 

 久喜地区 38、菖蒲地区 6、栗橋地区 10、    

鷲宮地区 14 
 

※１救急告示病院は６病院、１診療所 
 ※久喜総合病院、東鷲宮病院、済生会栗橋病 

院、新井病院、蓮江病院、土屋小児病院、 

久喜メディカルクリニック 
 

※１救急告示病院は、救急病院等を定める省令

に基づき、県知事が認定した医療機関 

 

② 医療機関の

診療時間 

「コンビニ受診」は、最悪の場合、救

急に携わる医療関係者が過酷な勤務に

より疲弊して現場から去ってしまい、

救急医療が成り立たなくなって医療崩

壊を引き起こすとも言われている。 

〔提言書Ｐ５〕 

 

③ 医療資源 医療は地域の貴重な資源であり、有限

であること、酷使すれば疲弊するとい

うことを認識して医療を利用していか

なければならない。  〔提言書Ｐ６〕 
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項   目 提 言 内 容 対 応 等 

④ 救急医療・

時間外診療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 救急医療・

時間外診療 

 

市民が安心な日常生活を送るために

は、救急医療体制の充実は欠かせない

ものである。 

 

・行政や医療機関は、市民に、救急医

療の現状や適正な利用方法を理解して

もらうことが必要である。 

 

・意識調査の結果からも救急医療体制

の充実が求められており、輪番体制の

強化や初期救急の充実など、救急医療

体制の整備を行政と医療機関とで協力

して早急に進める必要がある。 

 

・小児医療センターの移転に伴う小児

救急医療体制の課題については、久喜

市だけで対応することは困難なため、

県等と協議をしていくことが必要であ

る。         〔提言書Ｐ８〕 

 

埼玉県 

１ 新救急医療情報システムの運用 

 平成 26 年 4 月からシステムを機能強化

し、救急隊へタブレット型端末を導入 

⇒タブレットで県内全ての救急医療機関

の最新情報を閲覧 

 

２ 搬送困難事案受入医療機関 H27.1.1～ 

 長時間搬送先が決まらない救急患者を

一定の条件下で原則断らずに受け入れる

医療機関 （平成 28年 3月 30日現在 10施設） 

 
三愛病院（さいたま市）、※久喜総合病院（久喜

市）、埼玉医科大学病院（毛呂山町）、戸田中央総

合病院（戸田市）、自治医科大学附属さいたま医療

センター（さいたま市）、上尾中央総合病院（上尾

市）、埼玉石心会病院（狭山市）、イムス富士見総

合病院（富士見市）、秀和総合病院（春日部市）、

獨協医科大学越谷病院（越谷市） 

平成 28 年 4 月 1 日から 済生会川口総合病院（川口

市）、行田総合病院（行田） 

 

３ 搬送調整体制強化事業（専任医師） 

救急隊が搬送先の選定に苦慮する場

合、県と医療機関との委託契約により選

任された専任医師が助言、医療機関との

調整、自らの受け入れを行う 
 埼玉医科大学総合医療センター（川越市） 

 

４ 埼玉県の救急電話相談 

・小児救急電話相談「＃８０００」 

月～土 １９時～翌朝７時 

日・祝・年末年始７時～翌朝７時 

※ 23 時～翌 7 時及び日・祝・年末年始

の 7 時～9 時の時間帯の相談体制を１人

から２人に拡充（平成 28年 4月予定） 

 

・大人救急電話相談「＃７０００」 

毎日  18時 30分～22時 30 分 

※日・祝、年末年始は 9 時～22 時 30 分へ

拡大（平成 28年 7 月予定）、 

 

５ 小児救命救急センター指定 H28.3.1 

 診療科領域を問わず、全ての重篤な小

児救急患者を 24 時間体制で受け入れる小

児救命救急センターに埼玉医科大学総合

医療センター（川越市）を指定。 
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項   目 提 言 内 容 対 応 等 

久喜市を含む東部北地区 6市 2町 

１ 救急医療普及啓発パンフレット作成 

「みんなで守ろう！考えよう！救急医

療」を作成（平成 27年 1月全戸配布） 

 

２ 病院群輪番制病院等運営体制の整備 

 東部北地区第二次救急医療圏では、入

院治療を必要とする重症の救急患者に対

応するため、休日夜間は、大人は 9病

院、小児は 2病院が輪番制方式により救

急患者の受け入れについて対応。 

 

※ 平成 28 年度の小児救急輪番病院に

新たに羽生総合病院が参加する予定 

 

３ 救急電話相談等の啓発品の配布 

 救急医療機関の適正受診・救急車を適

正利用してもらうため、小児救急電話相

談（＃8000）等についての啓発品（クリ

アファイル）を作成し、乳幼児検診時に

配布予定 

 

４ 輪番制病院等運営費補助金 

 平成 27 年度から輪番 1 回当たり運営

費補助金を 71,040円から 80,000円へ増

額 

  

 

久喜市 

 救急医療の仕組みや適正な利用の仕

方、電話相談等を市ホームページや広報

くき平成 27 年 11 月 1 日号に掲載する等

周知に努めている 

 

 

大 

人 

 

※久喜総合病院、済生会栗橋病院、中

田病院、羽生総合病院、蓮田病院、秋

谷病院、堀中病院、東埼玉総合病院、

白岡中央総合病院 
小

児 
土屋小児病院、済生会栗橋病院 
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項   目 提 言 内 容 対 応 等 

⑤ その他 発信された情報が正しく、そして広く

伝わることで、医療に対する理解が深

まり、医療を提供する側と利用する側

とのギャップが解消されることが望ま

しい。 

・行政や医療機関は、これまでの手法

の他、多くの市民に情報が伝わるよ

う、広報や公開講座の方法を工夫する

等し、さらに積極的な広報・啓発活動

に努める必要がある。〔提言書Ｐ８〕 

 

 

救急医療、医療機関への適正受診等の 

啓発について 

・広報くきへの特集記事の掲載 

・市ホームページへの掲載 

・市民大学等でのパンフレットを活用し 

た説明 等実施 

Ⅱ かかりつけ医について 

 ① 病院志向・

かかりつけ医

制度 

 

かかりつけ医を持つということは、自

分のからだの状態を良く知っているお

医者さんがいるということである。か

かりつけ医と大病院の役割を理解した

上で医療機関を受診することは、地域

の医療資源を効率的に利用することに

もつながる。 

・行政や医療機関は、多くの市民が日

常的に健康相談のできるかかりつけ医

を持つような様々な啓発活動に、積極

的に取り組む必要がある。 

〔提言書Ｐ９〕 

 

 

・H27.1「みんなで守ろう！考えよう！救

急医療」のリーフレットを全戸配布・市

内公共施設や医療機関へ配架 

・広報くき（平成 27年 11月号）に特集

記事や市ホームページにおいて適正受診

等について啓発 

・リーフレットを活用し、市民大学等で

説明 

②自発的な健

康管理 

 

 

 

健康で安心な生活を送るために、医療

体制の充実を図ることは重要なことで

あるが、市民が自らの健康を守るため

の努力を行っていくことも大切であ

る。 

・行政は、市民の健康管理を支援する

ため、健康づくりのための講座を積極

的に実施していくことが必要である。 

〔提言書Ｐ１０〕 

 

 

 

・がん検診受診率向上のため、保健セン

ターで個別通知を実施 

・健康・食育まつりを開催（平成 27 年

11月 1日） 

・生涯学習課・公民館で各種スポーツや

健康事業を実施 



 

 

資料２ 

5 

 

項   目 提 言 内 容 対 応 等 

Ⅲ 医療連携について 

 ①医療体制の

構築 

 

 

 

医療機関の連携が進み、目に見える形

となって明らかになることは、市民の

大きな安心につながる。 

・現在進められている利根保健医療圏

での医療連携システムにできるだけ多

くの医療機関が参加することで、医療

圏内の個々の医療機関がまとまった１

つの大きな総合病院として機能し、さ

らに今後も発展的な利用が図られ、地

域完結型医療が促進されるように、関

係者で協議を進めていただきたい 

〔提言書Ｐ１２〕 

 

H24.7.1～「とねっと」稼働 

・利根保健医療圏では、地域の限りある 

医療資源を活用し、システム参加医療機 

関同士で患者の医療情報の共有等を図る

地域医療ネットワークシステムである

「とねっと」による医療連携を実施。 

（参加施設１１２、参加住民 27,237人  

平成 28年 2月 29日現在） 

・昨年 8 月には、とねっと協議会事務局

においてシステム更新に向けたアンケー

ト調査を各医療機関等へ実施。 

（現行システムや「とねっと」の参加に

対する多くの課題が寄せられた。） 

・医療連携の充実或いは、在宅医療介護

システムとの連携を視野に入れた「とね

っと」の有効活用等、協議していくもの

である。 

 

久喜市 

・食物アレルギー等のあるお子さんにと

って、緊急時の対応に大変有用であるこ

とから、市内の小中学校の全生徒に「と

ねっと」加入の案内を配布 

・広報くき平成 27 年 6 月 1 日号及び、

ホームページに掲載 

 ②連携のため

の情報把握 

 

国や県でも推進している地域完結型医

療を目指すには、医療機関の連携が不

可欠である。 

・行政と医療機関が協力をして情報の

収集と発信に努める必要がある。 

・救急医療については、医療機関であ

っても情報を得にくい現状があり、リ

アルタイムでの的確な情報を得られる

システムの構築について、埼玉県や医

療機関などと調整を図る必要がある。 

〔提言書Ｐ１２〕 

 

Ⅳ その他医療体制のあり方について 

  

 

 

 

自分たちが利用する医療が、現在、ど

のような状況下で提供されているの

か、医療費のしくみはどうなっている

のか等、医療制度を理解することで、

医療を利用する側と提供する側との意

識の差を少なからず埋めることができ

る 

・行政は広報活動を、医療機関は患者

への分かりやすい説明を行う必要があ

る。        〔提言書Ｐ１３〕 

・市ホームページへの掲載の他、救急医 

療のしくみ、病院のかかり方、医療機関 

の機能分担等について広報くきに特集記 

事を掲載するなどにより周知に努めてい 

る。 

 

 

 


